
正
文
に
転
用
さ
れ
た

皇
后
宮
職
（
紫
微
中
台
・
坤
宮
官
）

反
故
文
書

47
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§
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8
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×
n

山
　
本
　
幸
　
男

は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
吉
田
孝
氏
は
、
「
律
令
時
代
の
交
易
」
の
中
で
正
倉
院
文
書
の
分
類
を
試
み
、

〔
乙
〕
「
写
経
所
に
お
か
れ
て
い
た
文
書
」
群
の
〔
A
〕
「
写
経
所
関
係
文
書
」
内

回
「
写
経
所
に
き
た
文
書
」
に
は
、
造
東
大
寺
司
と
皇
后
宮
職
（
紫
雲
中
台
・

　
　
　
　
　

坤
宮
官
）
の
反
故
文
書
が
あ
る
こ
と
を
例
示
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
両
官
司
で
反

故
に
さ
れ
た
文
書
の
背
面
が
、
写
経
所
思
の
正
文
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
正
文
に
は
、
背
の
白
い
未
使
用
の
紙
を
使
う
の
が
普
通
な
の
で
、
こ
れ

は
ル
ー
ズ
な
伝
達
法
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
が
、
吉
田
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
X
補
注
〉

た
反
故
文
書
の
転
用
を
行
っ
て
い
た
の
は
こ
の
二
つ
の
官
司
だ
け
で
あ
っ
た
。

造
東
大
寺
司
は
写
経
所
の
所
管
官
司
、
ま
た
淵
源
を
た
ど
れ
ぽ
写
経
所
は
皇
后

宮
職
の
一
部
局
で
あ
っ
た
と
い
う
関
係
が
、
そ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
造
東
大
寺
司
は
と
も
か
く
、
皇
后
宮
職
の
場
合
は
事
情

を
異
に
す
る
。
と
い
う
の
は
、
当
初
、
皇
后
宮
職
の
管
下
に
あ
っ
た
写
経
所

は
、
造
東
大
寺
司
の
成
立
と
と
も
に
そ
の
配
下
に
移
管
さ
れ
、
皇
后
宮
職
と
は

官
制
上
別
個
の
組
織
に
な
る
が
、
反
故
文
書
を
利
用
し
た
正
文
は
、
こ
の
移
管

後
の
写
経
所
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
（
後
述
）
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
皇
后
宮

職
（
品
等
中
台
・
坤
宮
前
）
が
何
故
に
ル
ー
ズ
な
伝
達
法
を
と
っ
た
の
か
と
い

う
問
題
は
、
反
故
文
書
の
再
利
用
の
あ
り
方
と
と
も
に
、
移
管
後
の
写
経
所
と

の
関
係
を
知
る
上
で
も
興
味
あ
る
テ
ー
マ
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
小
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
関
心
の
も
と
に
、
皇
后
宮
職
（
紫
微
中
台
・
坤
宮

官
）
反
故
文
書
の
背
面
が
写
経
所
宛
正
文
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
考
え

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
関
係
文
書
の
整
理
と
検
討
を
行
い
、
状

況
の
把
握
に
勤
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
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関
係
文
書
の
検
討

ω
　
例
示
さ
れ
た
文
書

吉
田
孝
氏
が
、
当
該
文
書
と
し
て
例
示
さ
れ
た
の
は
次
の
二
通
で
あ
る
。

A
〔
第
一
次
文
書
〕
天
平
二
十
一
年
二
月
十
日
付
掃
部
所
解
（
続
修
第
二
二

　
　
　
　
　
　
る
　

　
巻
、
三
珊
～
柳
）

（
別
筆
）

「
以
二
月
十
五
日
、
申
卿
皇
儲
、
宜
施
行
、
宣
之
、
少
属
田
辺
牛
養
」

　
掃
部
所
解
　
申
請
年
料
葛
野
席
直
銭
事

合
塑
貫
八
百
七
＋
五
文
．
肇
甚
貫
吾
文
鵬
・
少
属
土
師
・

　
　
光
貫
広
島
一
千
五
百
張
直
枚
別
舞
文

　
　
一
貫
八
百
七
十
五
文
運
駄
光
七
匹
半
賃
直
料
匹
別
五
＋
文

　
　
十
貫
狭
席
直

　
　
　
　
右
、
依
例
所
昌
昌
件
、

　
　
　
　
　
天
平
廿
一
年
二
月
十
日

　
〔
第
二
次
文
書
〕
十
二
月
二
十
五
日
付
池
原
軍
士
牒
（
十
四
姐
）

　
牒
写
経
所

　
請
物
部
二
折

　
牒
、
件
人
依
常
悔
過
事
、
自
今
月

　
廿
五
日
、
至
来
正
月
十
五
日
、
所
請
如
件
、

　
預
可
備
物
、
宜
急
令
参
、
故
牒
、

　
　
　
　
　
　
十
二
月
廿
五
日
池
原
禾
舌
早

B
〔
第
一
次
文
書
〕
天
平
勝
宝
六
年
十
一
月
十
一
日
付
吉
野
百
嶋
解
（
続
修

第
四
二
巻
、
四
3
1
）

一
牧
裏
事
（
僅
欠
）

　
　
右
、
依
去
八
月
三
日
大
風
雨
、
河
水
高
瀕
、
河
辺
竹
葉
被

　
　
漂
什
埋
、
但
以
外
竹
原
井
野
山
之
占
奪
好
盛
、

一
牧
子
六
人
長
天
目
五
人
事

　
　
右
、
率
常
件
人
、
令
見
妨
守
井
上
下
御
馬
以
次

　
　
祖
承
、
望
請
、
於
国
司
誹
給
牒
書
、
而
如
常
正
役
、

　
　
欲
得
駈
使
、

一
己
衣
服
而
欲
露
里
奉
事

　
　
右
、
件
牧
子
等
、
為
貧
乏
民
、
其
無
衣
服
千
言

　
　
奉
醜
、

以
前
事
条
、
具
録
如
件
、
傍
謹
請
裁
、
以
謹
解
、

　
　
　
　
天
平
勝
宝
六
年
十
一
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
知
牧
事
擬
少
領
外
従
八
位
下
吉
野
「
百
嶋
」

　
（
余
白
に
天
平
宝
字
八
年
目
月
二
十
四
日
付
と
見
ら
れ
る
吉
祥
悔
過
所

　
解
案
〈
十
三
m
＞
あ
り
）

〔
第
二
次
文
書
〕
十
二
月
十
五
日
付
池
原
禾
守
牒
（
二
十
五
㎜
～
謝
）

牒
送

標
紙
陸
伯
張

　
右
、
付
紀
主
人
送
、
如
上
件
、

　
　
　
　
　
　
　
十
二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
原
禾
守
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山本幸男

　
　
且
付
銭
弐
任
騨
繁
文

　
吉
田
氏
は
、
論
文
の
性
格
上
、
論
証
ぬ
き
で
こ
れ
ら
の
文
書
を
あ
げ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

た
。
し
か
し
、
A
に
つ
い
て
は
鬼
頭
清
明
氏
が
検
証
を
加
え
、
第
一
次
文
書
・

掃
部
所
解
の
岩
登
に
見
え
る
二
人
の
少
属
は
皇
后
宮
職
の
第
四
等
官
と
推
論
さ

れ
る
こ
と
、
第
二
次
文
書
は
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
か
ら
五
年
に
か
け
て

馬
具
官
少
罪
な
い
し
大
疏
で
あ
っ
た
池
原
警
守
の
牒
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
掃
部

所
解
は
「
坤
藩
老
の
前
身
に
あ
た
る
皇
后
宮
職
を
宛
先
と
し
て
提
出
さ
れ
」
、

「
そ
れ
が
、
そ
の
ま
ま
皇
后
宮
職
か
ら
坤
宮
官
へ
と
保
存
、
継
受
さ
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
」
と
さ
れ
た
。
　
一
方
、
B
に
つ
い
て
西
山
良
平
氏
は
、
第
二
次

文
書
が
A
と
同
じ
く
池
原
禾
守
牒
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
鬼
頭
氏
の
見
解
を
念
頭

に
し
、
第
一
次
文
書
・
吉
野
百
嶋
解
も
「
皇
后
宮
職
（
紫
微
中
台
・
里
宮
官
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

で
反
故
に
さ
れ
た
文
書
」
の
一
部
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
と
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
鬼
頭
氏
と
西
山
氏
の
検
証
に
よ
り
、
A
の
掃
部
所
解
は
皇
后

宮
職
へ
、
B
の
吉
野
百
嶋
解
は
そ
の
後
身
の
紫
微
中
台
へ
と
宛
て
ら
れ
、
い
ず

れ
も
そ
の
ま
ま
坤
宮
官
へ
と
保
存
・
継
受
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
両
者
の
背
面
が
池
原
禾
守
の
牒
に
使

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
案
文
で
は
な
く
正
文
と
し
て
で
あ
る
こ

と
は
、
禾
守
の
署
が
、
紙
背
に
切
封
の
認
め
ら
れ
る
（
天
平
宝
字
）
四
年
十
一

月
目
日
付
池
原
管
守
牒
（
続
修
別
集
第
七
巻
、
『
大
日
本
古
文
書
』
未
収
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

も
の
と
同
一
で
あ
る
点
よ
り
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
二
通
の
墨
守
牒
は
い
ず
れ
も

年
紀
を
欠
く
が
、
B
の
方
は
、
左
端
に
記
さ
れ
た
銭
二
四
〇
〇
文
の
送
付
が
、

光
明
皇
太
后
の
周
忌
斎
（
天
平
宝
字
五
年
〈
七
六
一
〉
六
月
七
日
）
に
供
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
切
経
書
写
料
の
納
帳
、
す
な
わ
ち
後
一
切
経
料
雑
物
納
帳
の
天
平
宝
字
四
年

十
二
月
十
五
日
条
の
記
事
「
収
納
銭
弐
貫
下
値
文
墨
直
自
政
所
請
来
検
納
如
件
、
皇
紀
主
人
」

（
十
四
鰯
）
に
対
応
し
て
お
り
、
ま
た
A
で
所
請
す
る
物
部
角
折
は
、
天
平
宝

字
四
年
十
月
か
ら
翌
五
年
三
月
に
か
け
て
膳
部
と
し
て
写
経
所
に
出
仕
す
る
人

　
　
　
　
　
　
　

物
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
A
B
と
も
天
平
宝
字
四
年
の
文
書
と
判
断

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
反
故
文
書
の
正
文
へ
の
転
用
が
、
こ
の
年
の
十
二
月
に
行

わ
れ
て
い
た
い
う
時
間
的
な
特
定
が
一
応
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
天
平
宝
字
四
年
に
は
、
池
原
禾
守
の
名
の
も
と
に
写
経
所

に
宛
て
ら
れ
た
啓
・
牒
・
符
が
あ
と
四
通
存
在
す
る
。
表
1
は
、
A
と
B
も
含

め
て
そ
れ
ら
を
一
覧
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
、
③
④
の
背
に
も
文
書

（
年
未
詳
）
が
認
め
ら
れ
A
B
と
の
類
似
が
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
書

は
、
B
吉
野
百
嶋
解
の
余
白
に
書
き
込
ま
れ
た
吉
祥
悔
過
所
解
案
に
関
連
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

つ
と
思
わ
れ
る
。
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
二
（
続
修
）
に
よ
る
と
、
こ
の
吉
野

百
註
解
の
右
は
肉
質
別
集
第
一
〇
巻
裏
の
天
平
宝
字
八
年
三
月
二
十
四
日
付
と

見
ら
れ
る
吉
祥
悔
過
所
解
案
（
十
六
柵
～
斯
）
に
接
続
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
解
案
の
文
面
は
百
嶋
解
の
左
に
書
か
れ
た
解
案
に
続
く
と
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
反
故
文
書
を
転
用
し
て
写
経
所
に
宛
て
ら
れ
た
B
の
禾
守

牒
は
、
天
平
宝
字
八
年
三
月
に
至
っ
て
再
び
背
面
を
案
文
作
成
に
使
用
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
吉
祥
悔
過
所
事
案
は
、
三
月
二
十
四
日
か
ら
四
月
八
日
ま
で

の
仏
像
及
び
聖
僧
の
供
奉
料
を
申
請
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
期
日

は
、
③
④
背
の
注
文
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
重
な
り
内
容
的
な
繋
が
り
が
予
測
さ
れ

る
。
ま
た
、
こ
の
B
の
池
原
禾
二
更
は
、
②
③
④
A
と
と
も
に
時
間
的
な
連
続

49is8



正文に転用された皇后宮職（紫微中台・坤宮官）反故文書

　　　　　　　　　　　表1

池原禾守の文書（写経所宛） 紙　　背　　文　　書

　　　　　　；　：　　　　　　　；

V平宝字4年1種1正倉院文書　：
@　　　　　1　：　　　　　　：

『大日本古文書』 年
　　　　　1　　　　　　　　　　；

氏@日　　1　文　書　名　　：
@　　　　；　　　　　　　　　：

『大日本古文書』

①
　
　
　
②
　
　
　
③
　
　
　
B
　
　
　
④
　
　
　
A

　　　　l　l　　　　　　l
@　　　：　l　　　　　　l

ｦ
1
：
：
：
1
；
1
2
．
2
1
1
符
1
続
々
修
4
3
－
2
2
1
　
　
　
　
1
　
：
　
　
　
　
　
　
：
　
　
　
　
1
　
：
　
　
　
　
　
　
l
　
　
　
　
l
　
：
　
　
　
　
　
　
：
1
2
．
2
5
　
1
牒
i
l
続
修
2
2
裏
　
　
：
　
　
　
　
l
　
l
　
　
　
　
　
　
：
　
　
　
　
；
　
l
　
　
　
　
　
　
l
　
　
　
　
l
　
　
　
　
　
　
l
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I

　4－407

｢　　収

@4－453

Q5－300～301

P4－449～450

@14－451

天平勝宝

i天平宝字

V　　平

　　　　　：　　　　　　　　　1
@　　　　：　　　　　　　　　l

16－498～499

@4－31
@13－117

@14－450

R496～197

（注）④・符は、『大日本古文書』では、島政所符と表記されるが、ここでは禾守の文書として扱った。

性
の
中
に
あ
る
（
表
1
参
照
）
の
で
、
写
経
所
で
は
こ
れ
ら
の
文
書
を
ま
と
め

て
保
管
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
天
平
宝
字
八
年
三
月
に
な
っ
て
一

括
し
て
反
故
と
な
り
背
面
利
用
に
ま
お
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
大
き
い
。
つ
ま

り
、
吉
祥
悔
過
所
解
案
と
二
つ
の
注
文
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
禾
守
の
牒
・
符
へ
の
反
故
文
書
の

転
用
は
A
と
B
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
改
め
て
そ
の
時
期
の
特
定
が
可

能
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
A
と
B
の
第
一
次
文
書
に
つ
い
て
の
先
学
の
検
証
結
果
を
略
記
し
、

さ
ら
に
第
二
次
文
書
に
つ
い
て
私
見
を
少
し
付
け
加
え
た
が
、
実
は
も
う
一

通
、
吉
田
氏
が
当
該
文
書
と
し
て
例
示
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
少
し
長
く
な

る
が
、
次
に
全
文
を
あ
げ
て
お
く
。

　
C
〔
第
一
次
文
書
〕
天
平
勝
宝
二
年
月
二
十
二
日
、
二
十
六
日
、
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
付
浄
清
所
解
井
進
送
文
（
第
6
紙
背
、
続
々
修
第
四
三
秩
第
二
二
巻
、
三

　
覗
、
第
5
～
1
紙
背
、
同
第
四
四
秩
第
三
巻
裏
、
十
一
謝
～
蹴
）

　
浄
清
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
進
漬
菜
壱
缶
湘
死
斜
慈
老

　
　
　
天
平
勝
宝
二
年
七
月
廿
二
日
高
屋
向
御
厩
坊

…
－
：
：
…
…
－
－
－
－
－
…
；
：
－
：
：
－
－
－
－
－
…
：
：
…
－
－
－
－
－
…
：
：
…
－
－
－
（
紙
継
目
以
下
同
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

浄
清
所
解
　
申
作
土
器
事

合
弐
人
　
単
功
壱
伯
柴
拾
二
人

　
讃
岐
小
前
相
作
堀
土
運
打
薪
藁
備
井
田
京
　
単
功
八
十
九
人

　
借
馬
秋
庭
女
作
手
　
単
功
八
十
九
人
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田
杯
二
千
四
百
口

鏡
形
九
百
九
十
口

片
腕
一
二
百
山
旧
暦
茸

雲
佐
良
六
百
六
十
口

小
手
洗
六
口

功
並
屋
人
々
別
日
百
。
．
＋
・
充
銭
三
文
・
（
異
筆
、
以
下
同
）

功
光
三
人
・
別
日
計
・
．
＋
・
充
八
文
・

功
九
人
・
別
日
哲
、
＋
・
充
五
文
L

功
廿
二
人
・
別
日
計
・
．
＋
・
充
八
文
」

功
一
人
．
百
充
六
文
・

　
惣
作
器
睦
任
舜
伯
拾
陸
口

　
　
　
　
〔
白
い
紙
〕

浄
清
所
（
半
欠
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
葡

　
進
新
米
壱
斗

　
　
　
　
　
　
七
月
廿
里
日
坂
上
古
治
加
太

浄
清
所
罷
申
返
上
前
書
更
請
物
事
　
　
　
　
臓

返
上
物

前
裳
二
条
自
署
尺
碧
一
条
長
三
尺
五
寸
姻
甲
一
条
長
二
尺
五
寸

　
　
右
、
依
言
損
破
、
返
上
如
前
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

又
請
布
壱
丈
捌
尺
　
　
小
松
弐
□
（
上
記
二
字
僅
存
）

浄
清
所
解
　
申
幸
行
雑
用
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

用
物一

御
飯
料
米
五
斗
嫡
齢
4
4
又
進
米
五
升
新
酒
二
三
蹉
数
一
斗
九
升

　
楢
踊
↑
酬
九
升
古
糟
一
負
個
数
一
斗
甘
漬
瓜
一
騎
甘
漬
茄
子
一
腕
桃
子

　
漬
一
境
大
豆
漬
一
境
水
干
漬
一
眠
四
這
一
雄
蕊
麺
一
腕
実
一
境

　
醤
瓜
一
境
末
醤
瓜
一
古
漬
莇
一
腕
古
漬
蕗
一
腕
麦
生
菜
一
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
侯
）

　
芹
漬
一
腕
白
漬
一
境
唐
丈
漬
一
境
多
々
良
比
売
一
眠
醤
瓜
一
腕

　
末
醤
茄
子
一
腕
葺
一
境
壷
皿
一
境

一
人
給
料
米
四
平
信
類
一
叩
戸
水
惹
井
芹
漬
一
葦
戸
薪
二
荷
松
一
束

一
供
養
料
古
＋
姐
一
世
戸
莇
井
井
漬
一
且
千
百
漬
瓜
茄
子
一
叩
　
葺
一
腕

　
葵
麺
一
腕
二
番
麦
生
菜
一
比
良
加
末
醤
茄
子
嚢
子
糟
瓜
一
比
良
加

収
納
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
商
布
陸
拾
段

　
　
右
物
、
自
大
郡
宮
、
請
運
如
件
、

一
損
失
物

　
負
既
三
口
明
櫃
二
合
筥
単
二
具
荷
縄
布
一
条
叩
戸
一
口
煎
杯
二
口

　
水
既
十
九
合
土
鏡
形
四
口
片
佐
良
四
口
酒
杯
二
口
小
高
佐
良
二
口

　
　
右
、
以
今
月
廿
六
日
、
大
郡
宮
幸
行
雑
用
井
収
納
物
置
損
失
等
、

　
　
勘
注
如
前
、
謹
解
、

　
　
　
　
　
　
　
天
平
勝
宝
二
年
七
月
半
九
日
高
屋
奈
美
貴

〔
第
二
次
文
書
〕
天
平
宝
字
二
年
六
月
二
十
一
日
、
二
十
二
日
、
二
十
五

日
付
自
宮
来
雑
物
重
文
（
十
一
”
～
鋤
）

（
題
籔
表
）

　
　
自
宮
来
雑

　
　
物
継
立

経
師
清
衣
参
具
潮
型
汗
杉
一
笙
蓮
墜

膳
部
衣
睦
具
各
洗
染
衣
一
鶴
一
興
使
丁
衣
帯
具

各
黄
衣
【
袴
一
手
巾
拾
条

Cl）
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正文に転用された皇后宮職（紫微中台・坤宮官）反故文書

右
、

附
舎
人
山
乙
万
呂
進
塁
、
且

　
　
　
宝
字
二
年
六
月
十
一
日
秦
月
麻
呂

　
　
　
（
異
筆
、
以
下
同
）
　
　
　
　
　
　
　
（
自
署
）

　
　
　
「
検
主
典
阿
都
宿
祢
「
雄
足
」
」

清
衣
捌
具
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
五
具
瀦
塑
　
汗
杉
一
袴
一
抹
「

　
　
二
王
各
抱
一
　
袴
「
　
湯
帳
一
　
秣
一

　
　
一
目
バ
砲
一
　
袴
一
　
湯
帳
【

　
　
　
右
、
付
山
乙
万
呂
且
進
送
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
月
十
一
日
秦
月
万
呂

　
　
　
　
「
検
主
典
安
都
宿
祢
　
　
案
主
建
部
広
足
」

経
師
清
士
参
拾
具

　
　
橡
抱
光
領
　
　
乱
塾
腎

　
　
汗
杉
光
領
　
　
揮
光
胃
並
吊

　
　
湯
帳
光
領
　
　
警
士
両
脱
布
縫
糸

：
－
－
－
－
－
・
右
、
付
舎
人
山
身
性
呂
、

　
　
　
等
進
送
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
月
廿
二
日
二
月
麻
呂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
検
主
典
安
五
爵
祢
」

　
　
　
　
〔
白
い
紙
〕

清
衣
甘
楽
具
融
捌
噂
鋸
盤
升
騰
一
一
醗
口

一
汗
杉
宰
領
　
揮
参
客
　
抹
壱
両

（3）

三
国
広
山
－
－
…
：
：
－
－
…
－
－
－
－
…
…
：
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

（5）

　
右
、
先
送
所
欠
加
入
者
、
付
山
山
万
呂

一
遺
清
衣
壱
具

　
右
、
今
追
進
送
、

　
　
　
　
　
　
　
　
六
月
十
五
日
十
月
麻
呂

　
　
　
　
　
　
　
　
「
検
主
典
安
都
宿
祢
」

　
　
　
　
　
　
　
　
「
案
主
建
部
広
足
」

〔
空
〕

（6）

　
こ
の
C
は
、
続
々
修
編
成
時
に
第
二
次
文
書
を
も
と
に
整
理
さ
れ
た
も
の

で
、
現
状
で
は
第
1
紙
右
端
に
「
自
宮
来
雑
物
継
文
」
と
記
す
題
籔
付
き
の
往

来
軸
が
繋
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
4
紙
と
第
5
紙
の
間
に
は
白
い
紙
が
は
さ

ま
れ
、
こ
の
間
に
欠
失
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

続
々
修
第
四
三
秩
第
五
巻
に
収
め
ら
れ
る
写
千
巻
経
所
銭
井
紙
衣
等
納
帳
（
十

三
躍
～
蹴
）
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
帳
簿
は
、
金
剛
般
若
経
一
〇
〇
〇
巻
の
書

写
料
と
し
て
天
平
宝
字
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
八
月
二
十
四
日
に
か
け
て
写

経
所
に
収
納
さ
れ
た
銭
・
浄
衣
・
紙
・
軸
・
綺
な
ど
の
数
量
を
逐
一
記
入
し
た

も
の
で
、
浄
衣
の
収
納
に
関
す
る
記
述
は
、
表
2
に
示
し
た
よ
う
に
C
の
も
の

と
全
く
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
C
の
継
文
を
手
元
に
お
い
て
書
か
れ
た
結

果
だ
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
継
文
に
は
、
帳
簿
に
見
え
る
六
月
二
十
三
日
の

収
納
記
事
に
対
応
す
る
注
文
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
れ
が
第
4
紙
と
第
5
紙
の
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表2

月　日 写千巻経所銭井紙衣等納帳 自制来雑物継文

6．21 経師浄衣3具　膳部衣4具 経師清衣3具 膳部衣4具

駈使丁衣8具　手巾10条 駈使丁衣8具 手巾10条

（又納）浄衣8具 清衣8具
22 浄衣30具　縫糸 経師清衣30具 縫糸

23 雑使浄衣3具　抹10両
25 清衣14具

汗杉3領　揮3胃 抹1両
26 浄衣14具

汗杉3領　揮3饗　抹1両
（「以廿五日来今進納之」）

7．3 浄衣1具

（注）　浄衣の内訳は省略した。

仁
心
雑
物
継
文
は
、
右
端
に
題
傍
付
の
往
来
軸
を
も
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ら
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
注
文
の
背
に
天
平
勝
宝
二
年

月
の
浄
清
謎
解
並
び
に
進
送
文
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
吉
田
氏
は
、
こ
の
C
の
第
一
次
文
書
を
浄
清
所
か
ら
紫
微
中
台
宛
、

第
二
次
文
書
を
宮
（
紫
微
中
台
）
か
ら
写
経
所
宛
と
判
断
し
、
先
の
A
B
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

も
に
当
該
文
書
と
し
て
例
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
C
を
詳
し
く
検
証
さ
れ
た
鬼

頭
氏
は
、
第
二
次
文
書
が
紫
雲
中
台
か
ら
き
た
文
書
の
正
文
で
あ
る
か
ど
う
か

は
疑
問
と
し
、
六
月
二
十
一
日
の
二
通
の
注
文
が
二
番
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
た

浄
清
左
舷
（
天
平
勝
宝
二
年
七
月
二
十
九
日
付
）
を
分
離
せ
ず
そ
の
ま
ま
背
面

間
の
欠
失
文
書
に
相
当
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
帳

簿
と
の
対
応
関
係
を
重
視
す
れ

ぽ
、
さ
ら
に
七
月
三
日
の
記
事

に
見
合
っ
た
注
文
も
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、

小
杉
本
で
は
第
5
紙
背
の
浄
清

本
解
の
右
に
続
々
修
第
四
三
峡

第
二
二
巻
所
収
の
浄
清
直
進
送

文
（
第
6
紙
背
、
三
盛
）
が
続

（
1
2
）

く
の
で
、
こ
の
用
紙
（
紙
面
は

空
）
の
左
に
そ
れ
が
繋
が
る
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
自

　
　
　
　
七
紙
程
度
の
注
文
か

　
　
　
　
　
　
（
七
五
〇
）
七

に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
通
の
注
文
は
造
東
大
寺
司
の
案
文
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
も
し
正
文
な
ら
ぽ
、
浄
清
絶
解
の
継
目
を
は
が

す
な
ど
し
て
二
紙
に
分
け
、
一
紙
ご
と
に
注
文
を
作
成
し
た
は
ず
と
い
う
の
が

鬼
頭
氏
の
考
え
で
、
こ
れ
に
よ
り
第
二
次
文
書
は
正
文
で
な
く
案
文
と
判
断
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
第
一
次
文
書
の
方
は
ど
う
か
と
い
う
、
七
月
二
十
九

日
付
浄
清
所
解
に
は
大
郡
宮
行
幸
の
記
事
が
あ
り
、
そ
れ
は
天
皇
な
い
し
皇
太

后
に
関
係
す
る
も
の
だ
か
ら
浄
清
所
は
内
裏
か
紫
微
中
台
の
被
管
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
、
ま
た
、
正
倉
院
文
書
の
中
に
は
吉
田
氏
の
整
理
に
よ
っ
て
も
内
裏
か

ら
写
経
所
へ
き
た
文
書
は
存
在
し
な
い
の
で
、
浄
清
所
の
文
書
は
前
掲
A
の
掃

部
所
解
の
例
か
ら
い
っ
て
宛
先
は
紫
微
中
台
で
あ
り
、
そ
の
後
そ
こ
で
反
故
に

な
っ
て
造
東
大
寺
司
な
い
し
は
写
経
所
へ
払
い
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

た
。
吉
田
氏
は
、
こ
の
鬼
頭
氏
の
指
摘
を
う
け
、
C
の
例
示
は
誤
り
と
し
削
除

　
　
　
　
　
（
1
5
）

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ぽ
、
C
の
例
示
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ

を
第
二
次
文
書
に
つ
い
て
見
る
と
、
鬼
頭
氏
が
造
東
大
寺
司
の
案
文
と
し
た
理

由
は
、
前
記
の
よ
う
に
六
月
二
十
一
日
付
の
二
つ
の
注
文
が
二
型
よ
り
な
る
浄

清
所
解
の
背
面
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
し

も
氏
の
考
え
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
二
十
一
日
に
宮

（
紫
微
中
台
）
か
ら
送
付
さ
れ
る
浄
衣
の
数
量
が
何
ら
か
の
事
情
で
追
加
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
既
に
作
成
済
み
の
注
文
の
左
に
貼
り
継
が
れ
て
い
た
も
う
一

枚
の
反
故
紙
に
追
加
分
の
注
文
が
書
か
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
写
経
所
に
宛
て

ら
れ
た
と
見
て
も
不
自
然
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
次
文
書
を
案
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文
と
考
え
る
と
六
月
二
十
二
日
付
注
文
の
紙
背
文
書
が
問
題
に
な
る
。
つ
ま

り
、
二
通
の
文
書
の
う
ち
、
浄
清
所
解
の
方
が
尾
欠
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
注
文
作
成
時
に
、
貼
り
継
が
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
反
故
文

書
を
適
当
な
長
さ
に
切
断
し
た
た
め
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
案
文
と
見
な
す
と
、

造
東
大
寺
司
写
経
所
で
は
、
正
文
一
通
ご
と
に
反
故
文
書
を
切
断
し
て
案
文
を

作
り
、
そ
れ
を
ま
た
先
の
案
文
の
左
側
に
貼
り
継
い
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
こ
れ
は
手
間
の
か
か
る
作
業
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
七
月
所
の
一
連
の
文

書
が
紫
微
中
台
か
ら
の
払
い
下
げ
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
恐
ら
く
各
文
書
は
完
形
の

ま
ま
貼
り
継
が
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
ら
、
写
経
所
の
方
で
も
浄
衣

収
納
と
い
う
特
定
内
容
の
案
文
を
書
き
継
ぐ
場
合
は
、
無
用
な
切
断
は
せ
ず
そ

の
ま
ま
背
面
を
利
用
し
た
の
で
は
な
か
ろ
論
・
六
月
二
＋
二
日
付
注
文
の
紙

背
文
書
の
あ
り
方
は
、
宮
の
側
で
注
文
に
見
合
っ
た
長
さ
に
反
故
紙
を
切
断
し

た
結
果
と
見
た
方
が
よ
い
と
思
う
。
ま
た
、
前
記
の
写
千
巻
経
所
銭
井
紙
衣
等

納
帳
と
こ
の
C
の
第
二
次
文
書
の
関
係
を
念
頭
に
す
る
な
ら
ぽ
、
浄
衣
の
送
進

注
文
は
納
帳
に
利
用
さ
れ
る
い
わ
ぽ
実
務
処
理
の
文
書
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
一
過
性
の
文
書
の
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
案
文
が
作
ら
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

も
疑
問
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
第
二
次
文
書
を
造
東
大
寺
司
の
案
文
と
す
る
鬼
頭
氏
の
考
え

に
は
無
理
が
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
第
一
次
文
書
の
宛
先
及
び
浄
清
所
の
性

格
に
つ
い
て
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
C
に
つ
い
て

は
、
第
一
次
文
書
は
紫
微
中
台
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
、
第
二
次
文
書
は
反
故
に

な
っ
た
そ
の
背
面
を
正
文
に
転
用
し
、
宮
（
紫
微
中
台
）
か
ら
写
経
所
に
宛
て

ら
れ
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

考
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
吉
田
氏
の
判
断
は
妥
当
で
あ
っ
た
と

　
②
　
追
加
す
べ
き
文
書

　
皇
后
宮
職
（
紫
微
中
台
・
坤
五
官
）
で
反
故
に
さ
れ
た
文
書
の
背
面
が
、
写

経
星
野
の
正
文
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
実
例
と
し
て
吉
田
孝
氏
が
示
さ
れ
た
の

は
、
以
上
に
見
た
三
通
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
管
見
に
よ
れ
ぽ
、
あ
と
二
通
類

似
の
文
書
が
存
在
す
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
当
該
文

書
に
含
む
べ
き
理
由
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
D
〔
第
一
次
文
書
〕
天
平
勝
宝
三
年
十
一
月
二
十
八
日
付
絞
荏
油
雇
人
降
口

　
　
用
廿
里
解
（
続
々
修
第
四
三
秩
第
二
二
巻
裏
、
十
二
㎜
）

　
　
雇
人
垂
井
食
用
銭
一
千
五
百
升
文
売
苧
直
剛
者

　
　
　
絞
世
一
石
人
功
食
用
一
百
十
文

　
　
　
　
薪
一
望
直
茄
文
雇
役
単
功
三
人
功
光
六
文
人
別
＋
二
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
撮
）

　
　
　
　
食
米
六
升
直
辮
文
塩
六
撞
直
文
鰯
十
八
隻
直
三
文

　
　
以
前
、
被
今
月
二
日
遅
、
謹
五
罪
旨
、
令
絞
荏
油
、
筆
録
之
数

　
　
如
件
、
謹
解
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　

　
　
　
　
　
天
平
勝
宝
三
年
十
一
月
十
八
日
舎
人
正
八
卑
下
尾
張
連
「
男
足
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
佑
従
六
位
上
行
六
人
部
連
「
佐
婆
麻
呂
」

　
　
　
（
比
良
麻
呂
筆
）

　
　
「
申
令
了
、
　
　
　
　
少
疏
高
丘
比
良
麻
呂
」

　
　
〔
第
二
次
文
書
〕
七
月
十
五
日
付
安
宿
豊
前
銭
進
送
文
（
二
十
五
謝
）

　
　
進
撃
銭
事
後
分
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山本幸男
　
　
　
合
舜
拾
筆
画
舜
伯
伍
拾
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
右
、
依
請
数
、
進
送
件
、

　
　
　
　
（
異
筆
）

　
　
　
「
欠
四
百
三
文
」
　
　
　
　
七
月
十
五
日
安
宿
豊
前

　
　
又
綺
五
薬
廿
九
巻
料
加
仕
丁
一
人

　
　
　
　
　
　
　
　
（
広
足
筆
ヵ
）

　
　
　
　
　
　
　
「
検
主
典
安
雨
宿
祢
　
案
主
建
部
広
足
」

　
第
一
次
文
書
は
、
首
部
を
欠
く
た
め
発
給
主
体
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
、
末
尾
に
「
申
令
了
」
と
の
紫
微
中
台
少
疏
高
丘
比
良
麻
呂
の
筆
が
あ
る
の

で
、
こ
の
文
書
の
宛
先
は
紫
微
中
台
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　
次
に
、
第
二
次
文
書
が
正
文
で
あ
る
こ
と
は
、
安
宿
豊
前
の
署
が
、
紙
背
に

切
封
を
も
つ
九
月
十
一
日
付
安
宿
豊
前
状
（
続
々
修
第
四
六
秩
第
九
巻
、
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

五
獅
～
鵬
）
の
も
の
と
同
一
で
あ
る
点
よ
り
判
断
さ
れ
る
。
日
付
に
は
年
紀
が

書
か
れ
て
い
な
い
が
、
『
大
日
本
古
文
書
』
は
こ
れ
を
「
天
平
宝
字
二
年
力
」

と
推
定
す
る
。
こ
の
点
を
末
尾
の
勘
校
（
異
筆
）
に
名
の
あ
る
安
都
雄
足
と
建

部
広
足
の
経
歴
か
ら
検
討
し
て
み
る
と
、
雄
足
が
造
東
大
寺
司
主
典
の
地
位
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

い
た
の
が
、
天
平
宝
字
二
年
六
月
か
ら
同
八
年
正
月
頃
ま
で
、
広
足
が
写
経
所

案
主
の
地
位
に
い
る
の
は
、
雄
足
の
主
典
在
任
中
で
は
同
二
年
六
月
か
ら
九
月

　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
両
者
が
共
に
勘
検
に
立
ち
会
え
た
の
は
、
天

平
宝
字
二
年
六
月
～
九
月
の
期
間
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
因
に
、
こ
の
二

人
が
勘
検
署
名
す
る
前
掲
C
の
第
二
次
文
書
も
右
の
期
間
内
の
日
付
で
あ
る
。

年
紀
を
天
平
宝
字
二
年
と
見
る
『
大
日
本
古
文
書
』
の
推
定
は
妥
当
と
い
え

る
。　

こ
の
文
書
の
宛
先
が
写
経
所
で
あ
る
こ
と
は
、
右
の
勘
検
署
名
よ
り
明
ら
か

で
あ
る
が
、
で
は
発
給
主
体
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
安
宿
豊
前
の
地
位
が

明
ら
か
で
な
い
の
で
、
以
下
こ
れ
を
文
書
内
容
か
ら
検
討
し
て
お
く
。
ま
ず
、

「
後
分
」
と
し
て
送
ら
れ
た
銭
四
六
貫
四
五
〇
文
の
性
格
を
見
る
と
、
そ
れ

は
、
当
時
写
経
所
で
行
わ
れ
て
い
た
千
手
千
年
経
一
〇
〇
〇
巻
・
新
羅
索
経
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

○
部
二
八
○
巻
・
薬
師
経
一
二
〇
巻
（
以
下
千
四
百
巻
経
と
略
記
）
の
書
写

に
充
当
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
写
経
甘
物
の
納
入
を
書
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

留
め
た
帳
簿
は
一
部
分
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
右
の
銭
の
収
納
に
つ
い
て
は
明

確
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
七
月
五
日
か
ら
始
ま
る
千
手
単
眼
井
新
羅
索

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

薬
師
経
聖
書
衣
紙
無
下
充
帳
で
は
、
十
四
日
ま
で
の
下
銭
記
事
の
ほ
と
ん
ど
に

「
金
剛
般
若
経
料
国
替
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
以
降
は
「
正
分
」
と
記
し

十
八
日
に
は
一
七
貫
五
九
三
文
も
の
大
量
の
銭
が
下
下
さ
れ
て
い
る
の
が
参
考

に
な
る
。
「
金
剛
般
若
経
料
」
と
は
、
こ
の
写
経
に
先
立
つ
六
月
二
十
二
日
頃

か
ら
書
写
の
始
ま
る
金
剛
般
若
経
一
〇
〇
〇
巻
（
以
下
千
巻
経
と
略
記
）
の
書

写
料
（
銭
）
に
相
当
す
る
。
つ
ま
り
、
七
月
五
日
か
ら
始
ま
る
千
四
百
巻
経
の

書
写
事
業
で
は
、
当
初
こ
の
千
巻
経
料
か
ら
用
達
の
立
替
が
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
写
経
料
銭
の
供
給
が
遅
れ
て
い
た
た
め
で
、
七
月
十
八
日
か
ら

「
正
客
」
の
銭
が
下
充
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
十
五
日
付
の
進
送
文
に
よ
っ
て
写

経
所
に
銭
四
六
貫
余
が
送
り
届
け
ら
れ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
七
月

　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

の
写
経
所
甘
口
案
を
見
る
と
、
こ
の
月
所
用
の
筆
と
墨
の
数
量
が
「
先
経
料
」

と
「
後
経
料
」
に
別
け
て
記
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
相
前
後
し
て
開
始
さ

れ
た
二
つ
の
写
経
事
業
を
区
別
す
る
た
め
の
も
の
で
、
「
後
経
料
」
と
は
千
四
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
経
を
さ
す
が
、
四
六
貫
余
の
銭
も
「
後
分
」
（
圏
点
筆
者
、
以
下
同
）
と
さ
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れ
る
の
は
、
そ
れ
が
「
後
経
料
」
に
充
当
す
る
銭
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
第
二
次
文
書
は
、
千
四
百
巻
経
料
銭
の
送
付
を
写
経
所
に
伝

え
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
と
な
る
と
、
そ
の
発
給
主
体
も
自
ず
か
ら
限
定
さ

れ
て
く
る
く
る
わ
け
で
、
結
論
か
ら
い
う
と
、
そ
れ
は
紫
微
中
台
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
千
巻
経
及
び
こ
の
千
四
百
巻
経
に
次
い
で
九
月

十
五
日
頃
か
ら
始
ま
る
金
剛
般
若
経
一
二
〇
〇
巻
（
以
下
千
二
百
巻
経
と
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

記
）
の
書
写
事
業
も
、
そ
の
料
銭
は
紫
微
中
台
か
ら
供
給
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

千
四
百
巻
経
書
写
の
場
合
も
、
十
五
日
付
の
進
送
文
に
先
立
っ
て
七
日
頃
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

紫
微
中
台
か
ら
扉
料
と
し
て
四
七
〇
文
充
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
一
連
の
書
写
事
業
に
対
す
る
銭
供
給
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ぽ
、
四
六
貫

余
の
千
四
百
巻
経
料
も
紫
微
中
台
か
ら
の
供
給
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
第
二
次
文
書
の
発
給
主
体
は
紫
微
中
台
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
紫
微
中
台
で
反
故
に
さ
れ
た
文
書
の
背
面
に
書
か
れ
た
正
文
と
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
E
〔
第
一
次
文
書
〕
天
平
勝
宝
二
年
五
月
二
十
六
日
、
六
月
二
十
一
日
、
二

　
　
十
四
日
、
二
十
七
日
、
七
月
二
日
、
三
日
、
四
日
、
五
日
、
六
日
付
藍
園

　
　
進
上
文
（
第
1
0
紙
背
、
続
修
士
四
三
巻
裏
、
二
十
五
8
～
9
、
第
9
紙

　
　
背
、
同
上
、
十
一
脚
、
第
8
紙
背
、
続
修
第
四
二
巻
、
三
園
、
第
7
紙

　
　
背
、
続
々
修
第
四
六
峡
第
六
巻
裏
、
三
姻
、
第
6
紙
背
、
正
集
第
四
四

　
　
巻
、
三
覗
、
第
5
－
2
紙
背
、
続
々
修
第
四
六
秩
第
六
巻
裏
、
三
姻
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
姐
、
第
1
紙
背
、
同
上
、
十
一
謝
）

藍
薗
進
上

　
蕗
桑
園

　
　
　
　
　
　
丁
道
部
太
麿

　
募
脊
陸
拾
東

　
　
　
　
　
天
平
勝
宝
二
年
五
月
廿
六
日
倉
垣
三
倉

　　（10背）
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進
上
瓜
百
七
十
一
果
　
青
千
百
珊
七
果
　
茄
子
一
諾
（
僅
欠
）
　
　
　
勘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

龍
葵
葉
六
把
蘭
一
期
中
車
一
両
丁
財
部
結

　
　
　
天
平
勝
宝
二
年
六
月
廿
七
日
土
形
人
足

藍
薗
進
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
削

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

　
藍
弐
拾
弐
園

　
　
　
天
平
勝
宝
二
年
中
月
廿
四
日
倉
垣
三
倉

藍
薗
進
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
削

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

茄
子
伍
叫

　
天
平
勝
宝
二
年
六
月
廿
一
日
母
人
倉
垣
三
倉

藍
薗
進
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曜

　
藍
三
見
團
　
　
羽
車
二
両
一
両
雇
車
賃
銭
五
＋
文

　
　
　
　
天
平
勝
宝
二
年
七
月
六
日
倉
垣
三
倉
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藍
薗
進
上
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
櫨

　
藍
舜
拾
園

　
　
　
　
天
平
勝
宝
二
年
七
月
五
日
倉
垣
三
倉

（
藍
薗
進
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
燗

　
熟
瓜
鐘
宮
詣

　
菜
瓜
壱
伯
弐
拾
果

　
龍
葵
拾
五
把

　
蘭
弐

　
青
大
角
豆
拾
把

　
　
　
　
天
平
勝
宝
二
年
七
月
四
日
倉
垣
三
倉

藍
薗
進
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
購

茄
子
参
斜
弐
料

　
　
　
　
天
平
勝
宝
二
年
七
月
三
日

藍
薗
進
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僻

　
藍
難
拾
團

　
　
　
　
天
平
勝
宝
二
年
七
月
三
日
倉
垣
三
倉

藍
薗
進
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噂

　
熟
瓜
捌
拾
丸

　
青
瓜
参
伯
弐
拾
丸

　
　
　
　
天
平
勝
宝
二
年
七
月
二
日
倉
垣
三
倉

　
（
異
筆
）

「
申
了
清
浜
」

〔
第
二
次
文
書
〕
天
平
宝
字
四
年
十
二
月
四
日
付
上
法
上
経
師
校
生
装
演

等
大
料
雑
物
下
充
注
文
（
第
1
～
5
紙
、
十
一
鰯
い
ω
～
娚
口
、
第
6

紙
、
十
五
8
5
、
第
7
紙
、
十
一
娚
い
b
。
一
い
◎
。
、
第
8
紙
、
十
五
8
4
、
第

9
・
1
0
紙
、
四
鰯
）

食
法一

経
師
井
一
日
料
除
装
漬
大
小
豆
麦
儒
米
生
菜
直
銭

米
二
升
海
藻
一
両
滑
海
藻
二
分

末
滑
海
藻
一
合
与
滑
海
藻
相
継
　
醤
末
醤
各
一
合

酢
五
十
　
塩
六
十
已
上
六
種
長
充
大
豆
一
合

小
豆
二
合
已
上
二
種
長
充
　
布
乃
利
一
両
　
心
太
伊
岐
須

各
二
分
巳
上
三
種
相
継
　
漬
菜
二
合

生
菜
直
銭
二
文
与
潰
菜
相
継
　
小
麦
五
合

儒
米
四
合
二
二
二
二
礫
月
中
給
六
度
已
上
九
種

一
史
生
雑
使
膳
部
一
日
料

米
一
升
二
合
海
藻
一
両
滑
海
藻
二
分

漬
菜
二
合
　
醤
末
醤
各
号
夕
　
酢
四
夕

塩
四
丁

一
校
生
一
日
料

米
一
升
六
合
海
藻
一
両
　
滑
海
藻
二
分

α（2）
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漬
菜
二
合
　
醤
末
醤
各
六
夕
　
酢
四
夕

塩
四
夕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

一
薪
十
二
荷
・
別
二
毛
＋
三
文

良
法
不
造
永
例
、
麺
准
彼
此
、
但

随
物
集
、
以
為
増
益
、

一
惣
料
物

米
六
十
八
石
五
斗
二
升
紐
計
航
拓
瓢
黙
升
白

海
藻
二
百
七
十
斤
　
滑
海
藻
六
十
九
斤
一
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
碓

末
滑
海
藻
一
石
二
斗
三
升
　
醤
末
醤
各
胆
石
八
斗
二
升
八
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

酢
一
石
五
斗
四
升
二
合
　
　
　
　
灘
・
　
　
輝
合

大
豆
二
石
四
斗
六
升
　
小
豆
四
石
九
平
二
升

布
乃
利
五
十
一
斤
四
両
　
心
太
伊
岐
須
各
廿
五
斤
十
両

生
菜
直
銭
二
貫
四
百
六
十
文
　
小
麦
一
石
二
才
三
升

儒
十
九
斗
八
升
四
合
　
薪
三
百
六
十
荷

　
　
右
目
録

一
米
廿
一
石
一
斗
六
升
四
合
　
塩
二
士
四
斗
七
升
六
合
六
夕
　
　
　
　
⑤

醤
一
斗
七
升
二
合
　
酢
二
石
六
斗
六
升
八
合
五
夕
　
滑
海
藻

九
斤
一
両
　
伊
岐
須
掛
一
斤
十
二
両
　
儒
米
一
石
一
斗
九
升
二
合

大
豆
二
石
九
号
二
升
　
小
豆
一
石
七
斗
三
升
六
合

木
綿
菜
八
十
斤
　
銭
一
貫
二
百
十
文

薪
百
十
四
荷
在
東
大
寺
司

　
右
、
去
十
「
月
所
残
、
同
充
如
件
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

一
米
冊
七
石
四
斗
一
升
六
合
酬
丁
壮
酬
楽
寝
ハ
A
．
白

海
藻
二
百
七
十
斤
　
滑
海
藻
六
十
斤
　
末
滑
海
藻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
筆
、
以
下
同
）

二
石
二
斗
三
升
　
醤
二
石
六
斗
五
升
六
合
．
宮
・

　
末
醤
二
石
八
斗
二
升
八
合
、
宮
・
小
豆
三
石
一
斗
八
升
四
合

　
角
俣
五
十
一
斤
四
両
　
心
太
伊
岐
須
各
廿
五
斤
十
両

　
小
麦
二
石
四
斗
九
升
四
合
扁
癖
鉱
研
肌
胎
借
用
代

　
銭
四
貫
四
百
珊
八
文
爵
梱
黙
黙
蚊
姓
常
項
百
鼎
六
二
直

　
　
右
、
今
加
所
充
如
件
、
其
数
満
目
録
了
、

一
米
珊
九
二
二
斗
　
海
藻
百
五
十
三
斤
十
二
両

　
滑
海
藻
茄
四
半
十
一
両
　
末
滑
海
藻
一
石
二
面
三
升

　
醤
末
醤
各
二
石
針
斗
六
升
　
酢
］
石
二
斗
三
升

　
塩
一
石
四
斗
七
升
六
合
　
大
豆
叩
石
四
斗
六
升

　
小
豆
四
暑
夏
斗
二
升
　
布
乃
利
五
十
一
斤
四
両

　
心
太
伊
岐
須
各
廿
五
斤
十
両
　
生
菜
直
銭
二
貫
四
百
六
十
文

　
小
麦
一
石
二
斗
三
升
　
儒
米
九
斗
八
升
四
合

　
　
右
、
経
師
譜
系
単
二
千
四
百
六
十
人
十
二
月
大
量

　
　
如
件
、

一
米
十
石
六
斗
八
升
　
海
藻
二
八
斤
十
二
両

滑
海
藻
廿
四
斤
六
両
　
醤
末
醤
各
三
斗
六
升
八
合

　
酢
三
斗
一
升
二
合
　
塩
三
斗
一
升
二
合

　
　
右
、
史
生
校
生
雑
使
膳
部
単
七
百
八
十
人
十
二

　
　
月
大
回
如
件
、

｛7）〈8）（9）
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一
米
八
石
六
斗
四
升
別
弄
六
△
．
塩
↓
斗
八
合
別
二
夕
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
　
　
海
藻
六
十
七
斤
八
両
別
口
両

　
　
　
　
　
右
、
抜
出
仕
丁
一
丁
、
出
火
頭
十
七
人
、
単
五
百
茄
人
、
十
二

　
　
　
　
　
月
大
料
如
件
、

　
　
　
　
　
　
ぬ

　
　
以
前
物
、
依
法
充
理
財
、
但
有
不
食
者
、

　
　
宜
顕
来
月
告
朔
、
又
筆
墨
直
銭
臨
時
充

　
　
耳
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
署
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
署
）

　
　
　
県
犬
養
宿
墨
「
古
塁
呂
」
　
　
　
　
百
済
朝
臣
「
東
人
」

　
　
　
上
毛
野
公
　
　
　
　
　
　
天
平
宝
字
四
年
十
二
月
四
日

　
第
二
次
文
書
の
方
は
、
送
稿
で
検
討
を
加
え
た
の
で
復
原
に
つ
い
て
は
そ
れ

に
譲
り
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
文
書
の
発
給
主
体
を
め
ぐ
っ
て
確
認
さ
れ
た
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

ろ
を
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
て
お
く
。
①
文
面
に
は
差
出
機
関
名
と
宛
先
が
記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
第
6
紙
か
ら
第
7
紙
に
か
け
て
見
え
る
今
回
充
当
の
食
料

雑
物
の
品
目
及
び
数
量
が
、
前
記
の
後
一
切
経
料
雑
物
納
帳
で
は
十
二
月
五
日

に
政
所
か
ら
供
給
さ
れ
た
分
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
（
十
四
備
）
。
そ
れ
故
、
本
文

書
は
政
所
か
ら
写
経
所
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
所
属
官
人
の
二
名
が
自

署
を
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
こ
れ
は
正
文
と
判
断
さ
れ
る
。
②
発
給
主

体
の
政
所
と
は
、
天
平
宝
字
五
年
六
月
七
日
に
行
わ
れ
る
光
明
皇
太
后
周
忌
斎

の
準
備
を
担
当
す
る
装
束
忌
日
御
斎
会
司
と
同
一
実
態
の
官
司
と
考
え
ら
れ

る
。
③
こ
の
装
束
忌
日
御
斎
会
司
は
、
天
平
宝
字
四
年
十
月
初
に
写
経
所
を
配

下
に
置
き
、
周
忌
斎
一
切
経
書
写
の
主
導
権
を
掌
握
す
る
が
、
十
一
月
に
な
る

と
、
同
じ
く
周
忌
斎
の
準
備
を
担
当
し
て
い
た
里
宮
官
を
吸
収
併
合
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
よ
り
す
れ
ぽ
、
第
二
次
文
書
の
発
給
主
体
は
坤
士
官
で
は
な
か
っ
た
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
十
一
月
以
降
の
装
束
忌
日
御
斎
会
司
（
政
所
）
は
、
③

に
記
し
た
よ
う
に
坤
宮
官
を
吸
収
併
合
す
る
の
で
あ
り
、
第
二
次
文
書
も
そ
の

後
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
広
い
意
味
で
の
坤
宮
柱
発
給
文
書
と
評
価
し

て
も
さ
し
っ
か
え
は
な
い
と
思
う
。

　
そ
れ
で
は
、
第
一
次
文
書
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
装
束
忌
日
御
斎
会
司
に
入

っ
た
の
か
。
こ
の
官
司
は
、
光
明
皇
太
后
の
月
後
に
設
置
さ
れ
た
臨
時
の
機
関

で
あ
る
の
で
、
当
然
他
所
か
ら
の
払
い
下
げ
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

職
務
内
容
及
び
右
に
見
た
坤
宮
官
と
の
経
緯
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ぽ
、
そ
れ

は
、
坤
黒
藻
か
ら
一
括
し
て
譲
ら
れ
た
反
故
文
書
の
一
部
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
わ
れ
る
。
と
な
る
と
、
第
一
次
文
書
の
宛
先
は
、
坤
無
官
の
前
身
で
あ
る
記

号
中
台
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
想
定
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う

か
を
次
に
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
第
一
次
文
書
の
状
況
を
見
る
と
、
第
1
紙
背
か
ら
第
6
紙
背
ま
で
と

第
7
紙
背
か
ら
第
9
紙
背
ま
で
に
は
、
日
付
の
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ

は
、
四
過
か
ら
の
進
上
文
が
日
付
順
に
左
か
ら
右
へ
と
貼
り
継
が
れ
て
い
た
の

を
、
第
二
次
文
書
の
作
成
時
に
、
最
初
は
薄
紙
分
を
剥
ぎ
取
り
、
次
に
型
紙
分

を
剥
ぎ
取
り
も
し
く
は
切
断
し
て
前
の
分
に
継
ぎ
足
し
、
最
後
に
も
う
一
紙
剥

ぎ
取
っ
て
第
二
次
文
書
の
尾
部
に
あ
て
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
三
回
の
剥
ぎ
取
り
の
間
に
、
他
の
文
書
へ
の
転
用
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
の
で
、
こ
の
一
〇
紙
を
も
っ
て
も
と
の
貼
り
継
ぎ
状
態
を
復
原
す
る
わ
け
に

59i48



正文に転用された皇后宮職（紫微中台・坤宮官）反故文書

は
い
か
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
藍
薗
か
ら
の
進
上
文
は
巻
き
物
状
に
な
っ
て

い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
宛
先
は
、
同
一
の
機
関
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
次
に
百
首
の
性
格
に
つ
い
て
見
る
と
、
第
7
紙
目
の
進
上
文
の
署
名
者
倉
垣

三
倉
に
資
人
と
い
う
肩
書
が
つ
い
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
資
人
は
、
五
位

以
上
の
有
位
者
も
し
く
は
大
臣
・
大
納
言
の
職
に
あ
る
者
に
給
さ
れ
る
従
者
で

　
（
3
0
）

あ
る
か
ら
、
藍
薗
と
は
、
こ
う
し
た
地
位
に
あ
る
人
物
の
家
政
機
関
に
所
属
す

る
施
設
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
名
の
如
く
、
こ
の
時
期
に
苅
入
れ
を
迎
え
る
藍

の
栽
培
が
そ
こ
で
の
主
務
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
進
上
文
か
ら
知
ら
れ
る
よ

う
に
、
瓜
・
茄
子
・
蕗
と
い
っ
た
疏
菜
類
も
並
行
し
て
作
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
藍
薗
で
あ
れ
ぽ
、
一
連
の
進
上
文
の
宛
先
は
、
倉
垣
三

倉
の
本
主
の
家
政
機
関
（
家
司
）
と
見
る
の
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な

る
と
、
装
束
忌
日
御
斎
会
司
は
、
直
接
こ
の
某
家
か
ら
あ
る
い
は
他
の
第
三
者

（
坤
宮
官
な
ど
）
を
介
し
て
こ
れ
ら
の
文
書
を
譲
り
う
け
、
そ
の
背
面
を
正
文

に
転
用
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
公
の
機
関
が
、
私
の
家
で
不
用
に

な
っ
た
反
故
文
書
を
再
利
用
し
て
い
た
と
す
る
の
は
や
は
り
不
審
で
あ
り
、
管

見
で
は
他
に
そ
の
よ
う
な
例
は
見
う
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
進
上
文
の
宛
先

は
、
家
宝
に
求
め
た
方
が
よ
い
と
思
う
。

　
そ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
前
掲
C
の
第
一
次
文
書
で
あ
る
。
現
状
で
は
、

首
部
の
一
部
や
尾
部
を
欠
く
文
書
が
混
じ
る
が
、
本
来
は
完
形
で
浄
書
所
か
ら

来
た
文
書
と
し
て
日
付
順
に
右
か
ら
左
へ
と
貼
り
継
が
れ
て
い
た
と
見
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
二
十
二
日
付
で
進
上
さ
れ
た
漬
菜
（
桃
交
水
神
）
と

二
十
六
日
付
進
上
の
新
米
一
斗
が
、
二
十
九
日
付
解
に
「
御
飯
料
」
と
し
て
あ

げ
ら
れ
る
桃
子
漬
・
水
慈
漬
、
米
五
斗
内
の
新
米
一
斗
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
と
思

わ
れ
る
の
で
、
い
ず
れ
も
七
月
二
十
六
日
に
行
わ
れ
た
大
器
宮
行
幸
の
用
途
準

備
並
び
に
事
後
報
告
に
関
す
る
文
書
と
推
定
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
C
の
第
一
次
文
書
を
藍
薗
か
ら
の
進
上
文
と
比
べ
て
み
る
と
、

両
者
間
の
繋
が
り
を
予
測
さ
せ
る
も
の
と
し
て
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
第
一
は
、
進
上
文
の
日
付
は
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）
五
月
二
十

六
日
か
ら
七
月
六
日
で
あ
る
の
に
対
し
、
C
の
そ
れ
は
同
年
七
月
二
十
二
日
か

ら
二
十
九
日
と
接
近
す
る
こ
と
、
第
二
は
、
進
上
文
に
あ
る
蕗
・
募
圭
円
・
茄

子
・
瓜
・
龍
葵
菜
が
、
C
の
二
十
九
日
付
解
で
は
古
漬
蕗
・
脊
＋
姐
・
甘
漬
瓜
・

葵
＋
姐
の
よ
う
に
漬
物
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
C
の

第
二
次
文
書
は
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
六
月
、
D
の
そ
れ
は
同
四
年
十
二

月
と
い
う
具
合
に
紙
背
の
利
用
時
期
に
ひ
ら
き
が
あ
る
の
で
、
両
者
は
全
く
別

個
の
内
容
を
伝
え
る
文
書
で
あ
り
、
保
管
場
所
（
つ
ま
り
宛
先
）
も
異
に
し
て

い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
E
の
第
二
次
文
書
の
発
給
主
体
は
、

前
記
の
よ
う
に
坤
宮
官
（
紫
微
中
台
の
後
身
）
を
併
合
す
る
装
束
忌
日
御
斎
会

司
で
あ
り
、
C
の
第
二
次
文
書
発
給
主
体
の
紫
微
中
台
と
密
接
な
関
係
を
も

つ
。
そ
れ
故
、
C
と
E
の
第
一
次
文
書
を
全
く
別
個
の
も
の
と
す
る
よ
り
も
、

保
管
場
所
を
同
じ
く
し
つ
つ
も
何
ら
か
の
事
情
で
利
用
時
期
に
差
が
生
じ
た
と

し
た
方
が
、
第
二
次
文
書
の
状
況
に
か
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ

て
、
右
記
の
二
点
は
、
単
な
る
偶
然
と
は
い
え
ず
、
両
者
間
で
何
ら
か
の
関
係
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山本幸男
を
有
し
て
い
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
紫
微
中
台
の
下
部
組
織
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

あ
る
浄
清
所
が
、
食
料
・
土
器
・
衣
類
の
こ
と
を
掌
る
点
よ
り
す
れ
ぽ
、
某
家

の
藍
薗
か
ら
進
上
さ
れ
た
疏
菜
類
が
、
行
幸
用
の
漬
物
と
し
て
保
存
処
理
す
る

た
め
こ
の
浄
諸
所
に
充
て
ら
れ
て
い
た
と
見
な
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
確
証
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
以
上
に
あ
げ
た
第
二
次
文
書
の
発
給
主
体
及

び
C
の
第
一
次
文
書
と
の
関
係
よ
り
推
せ
ば
、
藍
薗
の
進
上
文
の
宛
先
は
紫
微

中
台
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

二
　
反
故
文
書
の
正
文
転
用
の
意
味

　
皇
后
宮
職
（
紫
微
中
台
・
三
宮
官
）
反
故
文
書
の
背
面
が
、
写
経
所
宛
の
正

文
に
転
用
さ
れ
た
実
例
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
前
節
で
検
討
し
た
五
通
の

　
　
　
（
3
2
）

文
書
で
あ
る
。
正
倉
院
文
書
全
体
よ
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
微
々
た
る
数
で
あ
る

が
、
や
は
り
残
る
べ
く
し
て
残
っ
た
文
書
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
ら
に
反
故
文
書

利
用
の
あ
り
方
を
問
う
の
は
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
た
め
に
も
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
第
一
次
文
書
と
第
二
次
文
書
の
作
成
時
を
改

め
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
A
天
平
二
十
一
年
（
七
四
九
）
二
月
十
日
一
天
平
宝
字
四
年
（
七
六

　
　
　
〇
）
十
二
月
二
十
五
日

　
　
B
天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
四
）
十
一
月
十
二
日
－
天
平
宝
字
四
年
十
二

　
　
　
月
十
五
日

　
　
C
天
平
勝
宝
二
年
七
月
二
十
二
日
～
二
十
六
日
－
天
平
宝
字
二
年
六
月

　
　
　
二
十
一
日
一
二
十
五
日

　
　
D
天
平
勝
宝
三
年
十
一
月
二
十
八
日
　
　
天
平
宝
字
二
年
七
月
十
四
日

　
　
E
天
平
勝
宝
二
年
五
月
二
十
六
日
～
七
月
六
日
－
天
平
宝
字
四
年
十
二

　
　
　
月
四
日

　
第
一
次
文
書
に
つ
い
て
は
、
C
と
E
の
間
に
関
係
が
見
出
せ
る
他
は
、
こ
れ

と
い
っ
た
ま
と
ま
り
を
も
た
な
い
。
し
か
し
、
第
二
次
文
書
の
方
は
、
C
D
は

天
平
宝
字
二
年
六
月
七
月
、
A
B
E
は
同
四
年
十
二
月
と
時
間
的
な
繋
が
り
が

あ
り
、
ま
た
内
容
も
、
C
D
は
千
巻
経
及
び
そ
れ
に
続
く
千
四
百
巻
経
の
一
連

の
書
写
に
、
A
B
E
は
周
忌
斎
一
切
経
書
写
に
そ
れ
ぞ
れ
関
係
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
わ
ず
か
な
事
例
か
ら
な
の
で
即
断
は
避
け
ね
ぽ
な
ら
な
い
が
、
と
も
か

く
第
二
次
文
書
の
作
成
時
期
に
ま
と
ま
り
の
あ
る
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
第
二
次
文
書
が
右
の
二
時
期
に
作
ら
れ
た
背
景
に
は
、
次
の
よ

う
な
事
情
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
千
巻
経
と
千
四
百
巻
経
の
書

写
は
、
料
銭
供
給
の
あ
り
方
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
紫
微
中
台
の
主
導
下
で
進

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
周
忌
斎
一
切
経
の
書
写
は
、
ま
さ
に
皇
太
后
追
悼

事
業
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
紫
微
中
台
及

び
二
宮
官
（
後
に
装
束
忌
日
御
斎
会
司
に
併
合
）
は
、
造
東
大
寺
司
写
経
所
の

活
動
に
深
く
か
か
わ
り
、
書
写
事
業
の
進
展
に
重
大
な
関
心
を
払
う
よ
う
に
な

る
。
恐
ら
く
、
こ
う
し
た
写
経
所
と
の
緊
密
な
関
係
が
、
反
故
文
書
の
正
文
転

用
と
い
う
ル
ー
ズ
な
伝
達
法
を
と
ら
せ
た
一
要
因
だ
と
見
ら
れ
る
。

　
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
紫
微
中
台
な
り
六
宮
官
が
写
経
所
を
被
管
扱
い
し

て
い
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
。
A
～
E
の
第
二
次
文
書
を
見
る
と
、
そ
の
す
べ
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正文に転用された皇后宮職（紫微中台・坤宮官）反故文書

て
が
官
人
個
人
（
あ
る
場
合
は
複
数
）
の
差
出
し
と
い
う
形
を
と
っ
て
お
り
、

そ
こ
に
は
官
司
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
各
文
書
の
内
容

は
、
浄
衣
・
銭
・
標
紙
・
食
料
雑
物
の
送
付
及
び
膳
部
の
所
請
と
い
っ
た
実
務

処
理
の
た
め
の
局
面
的
な
も
の
で
あ
り
、
写
経
事
業
の
運
営
に
か
か
わ
る
よ
う

な
全
体
的
な
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
、
官
司
の
総
意
を
反
映
す

る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
務
を
担
当
す
る
官
人
ら
の
判
断
で
出
さ
れ

た
文
書
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
正
文
に
反
故
文
書
を
利
用
す
る
の

は
、
彼
ら
の
裁
量
に
基
く
の
で
あ
り
、
そ
の
反
故
文
書
は
、
所
属
官
司
か
ら
事

務
処
理
用
に
充
当
さ
れ
て
い
た
も
の
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
反
故
文
書
の
正
文
転
用
は
、
こ
の
二
つ
の
時
期
の
写

経
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
緩
々
に
し
て
の
官
司
間
で
も
行
お
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。
実
際
、
そ
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い

の
で
あ
る
が
、
A
B
E
の
場
合
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
特
殊
な
事
情
が
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
前
記
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
文
書
が
作
成
さ
れ
た
天
平
宝

字
四
年
十
二
月
は
、
早
宮
官
が
装
束
忌
日
御
斎
会
司
に
併
合
さ
れ
る
時
期
で
あ

っ
た
。
そ
の
関
係
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
廟
宇
官
は
大
量
の
反
故
文
書
を
一
括
し

て
処
分
し
た
ら
し
く
、
A
B
E
の
第
一
次
文
書
の
年
紀
は
天
平
二
十
一
年
か
ら

天
平
勝
宝
六
年
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
す
れ
ぽ
、
十
二
月
頃
の

官
人
の
手
元
に
は
、
多
数
の
反
故
文
書
が
行
き
渡
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
利
用
す

る
過
程
で
正
文
へ
の
転
用
も
行
わ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
先
に

見
た
池
原
禾
守
の
牒
が
、
十
二
月
に
な
っ
て
反
故
文
書
の
背
面
に
記
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
も
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
C
D
に
つ
い
て

は
明
確
で
な
い
が
、
千
巻
経
・
千
四
百
巻
経
、
さ
ら
に
は
千
二
百
巻
経
と
続
く

大
規
模
な
書
写
事
業
に
紫
微
中
台
が
関
与
す
る
時
期
で
あ
る
だ
け
に
、
事
務
量

の
増
大
に
備
え
多
量
の
反
故
文
書
が
官
人
ら
に
充
当
さ
れ
て
い
た
と
想
定
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
故
、
A
～
E
は
、
多
分
に
耳
聞
中
台
・
坤
宮
官
内
の
特

殊
な
事
情
の
も
と
で
現
わ
れ
た
実
務
処
理
文
書
で
あ
っ
た
と
見
た
方
が
、
よ
り

状
況
に
か
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
か
に
多
量
の
反
故
文
書
が
官
人
の
手
元
に
あ
っ
た
と
し
て

も
、
本
来
そ
れ
は
、
案
文
作
成
な
ど
に
利
用
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
れ
を
あ
え
て
自
ら
の
裁
量
で
正
文
に
転
用
し
た
の
は
、
宛
先
と
な
る
写

経
所
官
人
と
の
間
に
、
こ
う
し
た
ル
ー
ズ
な
伝
達
法
を
容
認
し
う
る
関
係
が
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

り
立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
写
経
事
業
は
、
紫
微
中
台
・
坤
宮
官
の
命
を

う
け
て
造
東
大
寺
司
が
見
積
り
を
出
す
と
い
う
具
合
に
、
ま
ず
官
司
間
で
計
画

が
練
ら
れ
て
開
始
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
の
事
業
運
営
は
、
“
依
頼
側
”
の
紫
微

中
台
・
坤
宮
官
の
官
人
と
“
請
負
側
”
の
造
東
大
寺
司
写
経
所
の
官
人
と
の
連

携
の
も
と
に
進
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
両
官
司
の
官
人
関
係
は
円
滑
で
あ
ら

ね
ぽ
な
ら
ず
、
親
密
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
恐
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
事
業

運
営
上
の
必
要
事
が
、
多
量
の
反
故
文
書
の
充
当
と
い
う
事
態
を
う
け
て
、
正

文
作
成
の
面
に
投
影
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
A
～
E
の
文
書
は
、
紫

微
中
台
・
母
宮
官
と
写
経
所
の
官
人
レ
ベ
ル
の
関
係
が
い
か
に
緊
密
で
あ
っ
た

か
を
示
す
も
の
と
し
て
評
価
す
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
造
東

大
寺
司
と
写
経
所
間
の
場
合
と
は
、
同
じ
く
反
故
文
書
の
転
用
が
な
さ
れ
て
い

て
も
質
的
に
異
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
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A
～
E
の
も
つ
意
味
を
以
上
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ぽ
、
こ
れ
よ
り
、
こ
う
し

た
文
書
を
生
み
出
し
た
天
平
宝
字
二
年
と
同
四
年
の
二
つ
の
写
経
事
業
の
特
異

性
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
つ
ま
り
、
違
憲
中
台
・
坤
宮
官

（
装
束
忌
日
御
斎
会
司
）
が
、
被
管
で
な
い
写
経
所
に
対
し
官
人
レ
ベ
ル
で
緊

密
な
関
係
を
作
り
上
げ
、
写
経
を
主
導
し
て
い
く
と
い
う
体
制
の
存
在
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
官
司
秩
序
の
枠
を
越
え
て
臨
機
応
変
な
対
応
を
可
能
に
す
る
便

宜
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
環
境
下
で
事
業
の
遂
行
が
は
か
ら

れ
た
の
が
、
こ
の
二
度
の
写
経
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
に
つ
い
て
は
個
別
的
な
検
討
が
必
要
な
の
で
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
す

る
が
、
A
～
E
は
、
当
時
の
写
経
所
の
位
置
を
知
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
つ

文
書
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
小
稿
で
は
、
皇
后
宮
職
（
紫
微
中
台
・
野
宮
官
）
の
反
故
文
書
の
背
面
が
正

文
に
使
用
さ
れ
た
実
例
を
検
討
し
、
さ
ら
に
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
を
述
べ
た
。
こ
の
他
に
、
A
～
E
の
文
書
が
写
経
所
関
係
文
書
と
し
て

残
っ
た
理
由
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に

は
、
天
平
宝
字
年
間
の
文
書
群
と
他
の
時
期
の
文
書
群
と
の
質
的
差
異
と
い
う

問
題
に
か
か
わ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
小
稿
の
な
せ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
、
当
該
文
書
の
基
礎
的
な
考
察
を
果
た
し
た
こ
と
で
ひ
と

ま
ず
欄
筆
と
し
、
右
の
点
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
と
思
う
。

注

（
1
）
　
初
出
は
『
日
本
経
済
史
大
系
』
1
（
東
京
大
学
出
版
会
、
↓
九
六
五
年
）
、

　
　
そ
の
後
補
訂
を
行
っ
て
同
氏
の
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
（
岩
波
書
店
、
一

　
　
九
八
三
年
）
に
回
収
。
以
下
、
『
日
本
経
済
史
大
系
』
所
収
の
分
を
吉
田
氏
旧

　
　
稿
、
補
訂
後
の
も
の
を
同
氏
新
稿
と
称
す
。

（
2
）
　
皇
后
宮
職
が
、
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
八
月
頃
に
国
書
中
台
、
天
平
宝

　
　
字
二
年
（
七
五
八
）
八
月
に
坤
宮
盛
へ
と
変
遷
す
る
経
緯
と
意
義
に
つ
い
て

　
　
は
、
瀧
川
政
次
郎
「
甘
言
中
台
考
」
（
同
氏
法
制
史
論
叢
第
4
冊
『
律
令
諸
制
及

　
　
び
令
外
官
の
研
究
』
〈
角
川
書
店
、
一
九
六
七
年
V
所
収
）
を
参
照
。

（
3
）
　
吉
田
氏
に
よ
る
と
、
造
東
大
寺
司
は
管
下
の
造
石
山
寺
所
に
も
同
様
の
伝
達

　
　
法
を
と
っ
て
い
た
。

（
4
）
　
以
下
、
『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書
か
ら
の
引
用
は
、
本
文
の
よ
う
に
巻

　
　
数
と
頁
数
を
略
記
し
、
そ
の
文
書
の
所
属
を
提
示
す
る
。
文
書
名
は
、
原
則
と

　
　
し
て
『
大
日
本
古
文
書
』
、
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
一
、
二
（
東
京
大
学
出
版

　
　
会
、
一
九
八
七
、
八
八
年
）
の
表
記
に
従
っ
た
が
、
一
部
内
容
に
即
し
て
改
称

　
　
し
た
も
の
が
あ
る
。

（
5
）
　
「
皇
后
宮
職
論
」
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
二
二
冊
『
研
究
論
集
』

　
　
H
、
一
九
七
四
年
、
所
収
）
。
以
下
、
本
文
で
言
及
す
る
鬼
頭
氏
の
見
解
は
、

　
　
す
べ
て
こ
の
論
文
に
よ
る
。

（
6
）
　
「
家
国
・
家
符
・
家
財
」
（
『
日
本
史
研
究
』
二
一
六
、
↓
九
八
○
年
）
。

（
7
）
　
正
倉
院
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
紙
焼
写
真
（
以
下
紙
焼
写
真
と
略
記
）
に

　
　
よ
る
。

（
8
）
　
十
四
栩
～
輔
い
b
。
（
続
々
修
第
二
秩
第
六
巻
、
続
修
第
二
〇
巻
）
、
十
五
8
5
－

　
　
8
7
（
学
修
第
二
二
巻
）
、
十
四
輔
ピ
心
～
姫
（
続
々
修
第
二
株
第
六
巻
）
。
こ
の

　
　
文
書
の
復
原
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
天
平
宝
字
四
～
五
年
に
お
け
る
一
切
経
の
書

　
　
写
」
（
『
南
都
仏
教
』
5
9
・
6
0
、
一
九
八
八
年
）
を
参
照
。
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（
9
）
　
天
平
宝
字
四
年
十
月
十
九
日
付
東
大
寺
写
経
布
施
奉
請
状
（
続
々
修
第
四
一

　
　
峡
第
三
巻
、
四
姐
～
姐
）
、
（
天
平
宝
字
五
年
）
三
月
四
日
付
奉
呈
一
切
経
所
解

　
　
案
（
続
々
修
第
三
秩
第
四
巻
、
十
五
3
6
～
3
7
）
参
照
。

（
1
0
）
　
注
（
4
）
参
照
。

（
1
1
）
　
紙
数
は
第
二
次
文
書
に
基
く
。
後
掲
E
文
書
の
場
合
も
同
じ
。

（
1
2
）
　
小
杉
橿
邨
影
写
「
東
大
寺
正
倉
院
文
書
（
絵
仏
師
外
画
）
」
（
国
立
国
文
学
研

　
　
究
資
料
館
史
料
館
蔵
）
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
照
焼
写
真
に
よ
る
。
な
お
、
『
大

　
　
日
本
古
文
書
』
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
（
三
五
）
。

（
1
3
）
　
紙
焼
写
真
に
よ
る
と
、
第
二
次
文
書
の
第
1
、
2
、
4
、
5
紙
及
び
第
4
紙

　
　
背
に
は
付
箋
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
、
続
々
修
編
成
時
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
の

　
　
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
時
に
は
各
紙
が
剥
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ

　
　
れ
る
（
続
々
修
の
付
箋
に
つ
い
て
は
、
栄
原
永
遠
男
「
天
平
十
三
～
十
五
年
に

　
　
お
け
る
千
手
経
一
〇
〇
〇
巻
の
書
写
（
上
）
」
（
『
人
文
研
究
』
三
六
－
九
、
｝

　
　
九
八
四
年
）
に
言
及
が
あ
る
）
。
恐
ら
く
、
こ
れ
以
前
に
行
わ
れ
た
抜
き
取
り

　
　
の
際
に
各
紙
を
分
離
し
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
な
る
と
、
現
状
の
如
く
貼

　
　
り
継
が
れ
た
の
は
続
々
修
の
編
成
時
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
果
た
し
て
そ
れ
が

　
　
原
形
に
復
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
検
証
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
が
、
現
時

　
　
点
で
は
こ
れ
を
原
本
調
査
に
期
待
す
る
し
か
な
い
。
た
だ
内
容
か
ら
見
る
と
、

　
　
現
状
の
貼
り
継
ぎ
に
は
問
題
は
認
め
ら
れ
ず
、
こ
れ
を
も
っ
て
原
形
（
欠
失
部

　
　
は
除
く
）
と
見
な
し
て
も
大
過
は
な
い
と
思
う
。
第
7
紙
は
、
片
面
が
空
で
あ

　
　
つ
た
の
で
、
継
文
と
は
無
関
係
と
さ
れ
別
の
巻
に
収
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
な
お
、
題
籔
を
も
つ
往
来
軸
は
、
第
1
紙
の
右
側
に
貼
り
継
が
れ
た
表
裏
空
の

　
　
短
冊
型
の
用
紙
に
繋
が
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
継
文
は
後
述
の
よ
う
に
紫
微
中
台

　
　
か
ら
写
経
所
に
宛
て
ら
れ
た
注
文
か
ら
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
題
籔
と
は

　
　
内
容
的
に
矛
盾
し
な
い
。
こ
の
往
来
軸
は
本
継
文
の
も
の
と
見
て
も
よ
い
と
思

　
　
う
。
題
籔
に
見
え
る
コ
宮
し
が
紫
微
中
台
に
相
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
鬼

　
　
頭
注
（
5
）
論
文
に
詳
し
い
。

（
1
4
）
　
吉
田
氏
旧
稿
。

（
1
5
）
　
吉
田
氏
新
稿
。

（
1
6
）
　
た
と
え
ば
、
天
平
宝
字
四
年
二
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
写
経
所
案
文
を
書

　
　
き
継
い
だ
御
願
経
奉
呈
適
宜
文
案
は
、
同
二
年
の
写
経
所
の
雑
文
帳
の
背
面
を

　
　
切
断
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
注

　
　
（
8
）
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
7
）
　
こ
の
他
、
各
注
文
左
端
の
勘
検
署
名
も
正
文
で
あ
る
こ
と
の
一
且
証
と
な
る

　
　
だ
ろ
う
。

（
1
8
）
　
天
平
勝
宝
四
年
十
月
二
十
二
日
付
奉
請
経
論
疏
目
録
（
続
々
修
第
一
五
秩
第

　
　
六
巻
、
十
二
㎜
～
謝
）
に
、
同
四
年
十
一
月
二
日
付
で
紫
微
少
疏
と
し
て
自
署

　
　
を
加
え
る
の
で
、
こ
の
少
疏
も
紫
微
中
台
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
9
）
　
重
焼
写
真
に
よ
る
。

（
2
0
）
　
初
出
は
前
掲
C
・
第
一
次
文
書
、
最
終
は
奉
写
梵
網
経
由
四
分
律
充
本
誌

　
　
（
曲
部
々
修
第
一
〇
性
仏
第
一
　
一
巻
、
　
十
山
ハ
謝
～
説
）
。

（
2
1
）
　
た
と
え
ぽ
、
写
千
巻
経
所
食
物
用
帳
。
皆
川
完
一
「
正
倉
院
文
書
『
写
千
巻

　
　
魚
灯
食
物
用
帳
』
に
つ
い
て
」
（
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
8
、
一
九
七
四

　
　
年
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
用
帳
は
次
の
よ
う
に
復
原
さ
れ
る
（
以
下
、
巻
数
と
頁

　
　
数
の
み
を
略
記
）
。
十
三
捌
一
鵬
、
未
収
断
簡
（
小
川
広
巳
氏
蔵
）
、
二
十
五

　
　
蹴
～
謝
、
十
三
珊
～
脚
、
二
十
五
魏
～
鵬
、
十
三
鵬
～
妬
、
柵
～
粥
、
十
四

　
　
m
。

（
2
2
）
　
千
四
百
巻
経
及
び
以
下
に
あ
げ
る
千
巻
経
、
千
二
百
巻
経
書
写
の
概
容
に
つ

　
　
い
て
は
、
拙
稿
「
天
平
宝
字
二
年
造
東
大
寺
司
写
経
所
の
財
政
運
用
」
（
『
南
都

　
　
仏
教
』
5
6
、
一
九
八
六
年
）
を
参
照
。

（
2
3
）
　
七
月
六
日
か
ら
始
ま
る
経
師
装
在
校
生
等
浄
衣
請
来
検
納
帳
（
続
々
修
第
八

　
　
秩
第
九
巻
、
四
鵬
～
捌
）
は
、
十
日
以
降
の
記
事
を
欠
い
て
い
る
。
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（
2
4
）
　
十
三
謝
～
銅
（
続
々
修
第
八
翁
忌
七
巻
）
、
躍
～
鵬
（
続
生
第
三
〇
巻
裏
）
、

　
　
謝
～
捌
（
続
々
修
第
四
三
峡
第
六
巻
）
。
復
原
は
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
二
に

　
　
よ
る
。

（
2
5
）
　
天
平
宝
字
二
年
七
月
三
十
日
付
写
経
本
革
案
（
続
々
修
第
三
八
秩
第
七
巻
、

　
　
十
三
鋤
～
錨
）
。

（
2
6
）
　
天
平
宝
字
二
年
六
月
二
十
一
日
付
造
東
大
寺
司
牒
（
続
々
修
第
八
秩
第
九
巻

　
　
裏
、
十
三
麗
～
躍
）
、
後
金
剛
般
若
経
経
師
等
食
米
井
雑
物
高
富
（
続
修
後
集

　
　
第
↓
九
巻
、
十
四
5
5
～
5
8
）
。

（
2
7
）
　
千
手
千
眼
井
新
室
索
薬
師
経
料
常
衣
紙
等
号
三
主
（
注
（
2
4
）
参
照
）
。

（
2
8
）
　
第
9
紙
背
の
文
書
は
言
言
で
署
名
者
も
他
と
異
な
る
が
、
こ
れ
も
藍
薗
か
ら

　
　
の
進
上
文
と
見
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
第
4
紙
背
の
文
書
で
括
弧
内
に
示
し
た

　
　
文
言
は
、
第
5
紙
背
と
の
貼
り
継
ぎ
部
分
（
糊
代
）
に
隠
れ
る
も
の
と
推
測
さ

　
　
れ
る
（
紙
焼
写
真
に
よ
る
）
。

（
2
9
）
　
拙
稿
注
（
8
）
論
文
、
及
び
「
光
明
皇
太
后
崩
後
の
藤
原
仲
麻
呂
政
権
」
（
直

　
　
木
孝
次
郎
先
生
古
稀
記
念
会
『
古
代
史
論
集
』
中
巻
、
塙
書
房
、
一
九
八
八

　
　
年
、
所
収
）
。

（
3
0
）
　
養
老
軍
防
令
・
4
8
帳
内
条
。

（
3
1
）
　
鬼
頭
注
（
5
）
論
文
。

（
3
2
）
　
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
検
出
を
試
み
た
の
で
、
遺
漏
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
御
示
教
を
賜
わ
り
た
い
。

（
3
3
）
　
用
紙
不
足
と
い
う
事
態
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
金
剛
般
若
経

　
　
千
手
索
薬
師
経
料
紙
納
帳
（
続
々
修
第
三
七
峡
第
九
巻
、
十
三
蹴
～
蹴
）
や
後

　
　
一
切
経
料
雑
物
納
帳
（
注
（
8
）
参
照
）
に
よ
れ
ぽ
、
紫
微
中
台
や
坤
宮
官
は

　
　
写
経
料
紙
を
供
給
す
る
の
で
、
事
務
用
の
料
紙
（
未
使
用
）
に
つ
い
て
も
充
分

　
　
確
保
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
3
4
）
天
平
宝
字
四
年
の
書
写
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
注
（
8
）
（
2
9
）
論
文
で
検
討
を

　
　
試
み
た
が
、
同
二
年
の
書
写
に
つ
い
て
は
豊
凶
を
予
定
し
て
い
る
。

　
〈
補
注
〉

吉
田
氏
は
、
造
東
大
寺
司
政
所
で
反
故
に
さ
れ
た
文
書
の
背
面
が
写
経
所
宛
正
文
に

使
用
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
（
天
平
勝
宝
七
歳
）
造
講
堂
陣
所
解
（
続
々
修
第
二
四
巻

第
七
秩
、
十
三
田
～
鵬
。
第
二
次
文
書
は
年
未
詳
八
月
十
二
日
付
造
東
寺
司
机
進
上

文
、
十
五
認
～
謝
）
、
天
平
勝
宝
七
歳
三
月
二
十
七
日
付
造
東
大
寺
司
解
（
案
）
（
続

修
別
集
第
四
七
巻
、
四
5
0
－
5
1
。
第
二
次
文
書
は
同
区
七
月
十
二
日
付
東
大
寺
政
所

符
、
四
6
9
）
を
、
造
石
山
寺
所
宛
正
文
に
使
用
さ
れ
た
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七
月
二
十
九
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付
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寺
三
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（
正
集
第
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、
五
型
。
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二
次
文
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八

月
二
十
日
置
造
東
大
寺
司
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、
五
心
）
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
旧
稿
、
新
稿
）
。
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